
 

 

 

 

 

 

農林水産部発注工事（森林整備保全事業）に係る積算基準等の一部改定

について 

 

 
改正品確法の基本理念に則り、最新の実績を踏まえて適正な予定価格を設定するため、

次のとおり農林水産部発注工事に係る積算基準等を改定します。 

 
 

１ 改定内容 

〇森林整備保全事業のみ改定 

現場管理費率を改定 

 →令和２年度 治山林道必携(積算・施工編)に準拠 

 

 
 

２ 実施時期 

令和２年４月１日より適用








